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年度始めとして本部・富士吉田署および河口湖署において、消防長点検を実施しました。 

消防長から消防庁長官表彰、知事定例表彰の表彰伝達をし、新採用職員の紹介を行いました。 

 

令和 8年度の始めに辞令交付式を執り行いました。今年度は 56 人の人事異動がありました。また、新規

採用職員は 2名です。これから山梨県消防学校の初任総合教育 12 期生として 8ヶ月間入校します。 

山梨県消防学校初任総合教育第 12 期生の入校式が挙行されました。 

4 月から 8 ヵ月間という長きにわたり研修を積みます。地域住民の皆様の身体・生命・財産を守

るという崇高な業務を消防学校で学び、成長していきます。 

 

 



 

山梨県消防学校にて令和８年度消防長会

臨時理事会が開催されました。 

令和８年度に就任された、山梨県 10 消防

本部の消防長の初顔合わせとなりました。 

 

代表理事に第 49 回救急救命士国家試験の合格報告を

行いました。救急救命東京研修所で 2名が研修を行い、

今年３月に国家試験に挑みました。これから両名とも

山梨県立中央病院で３カ月間の実習に入ります。 

 

 

 

梨ケ原において火入れ警備を関係機関とともに実施しました。他への延焼もなく無事に終了する 

ことができました。 

 

 

峡南消防本部の新庁舎竣工式に 

消防長が出席しました。 

 



河口湖訓練場で、はしご登はん選手選考会を実施しました。 

選ばれた選手２名は、６月の山梨県救助技術大会に出場することとなります。 

 

消防協会富士五湖支部総会が盛大に挙行されました。 

富士山ホールにて、大勢の方々が出席されました。 

 

 

北富士駐屯地にて記

念式典がおこなわれ、

富士五湖消防本部か

らはしご自動車を展

示しました。 

 

 

全国消防長会財政委員会が北海道洞爺湖で

開催され、山梨県の代表として当本部消防長

が出席しました。 

 

 

 



第１回消防職員委員会が開催されました。 

執務環境改善等に向け、話し合われることとなります。 

 

 

高座山火入れがおこなわれ、東部出張所の職員が、 

ドローンにより上空から偵察しました。 

 

 

忍野村消防団による規律訓練がおこなわれ、東部出張所

の職員が指導にあたりました。 

 



 

高村建設株式会社で普通救命講習を実施しました。 

積極的に参加していただき、有意義な講習会となりました。 

 
 

建築士会北富士支部研修会の

講師を、本部予防課職員が実施

しました。 

消防用設備等の説明をおこな

いました。 

 

 

三つ峠グリーンセンター

職員に、救急入門講習及び

避難訓練を実施しました。 

 

富士五湖消防本部の業務を理解していただくために、ＰＲ動画の撮影をおこないました。 

近日中に公開されます。楽しみにしていてください。 

 

 



 

河口湖消防署及び水難救助隊で、合同訓練を西湖で実施しました。 

夏の行楽シーズン前に、連携を確認しました。 

 

 

河口湖消防署の職員により、河口湖南中学校教職員に救急入門講習会を実施しました。 

富士五湖消防本部３階大会議室で指揮本部運営の説明をおこないました。 

富士五湖地域が被災した際の役割を確認しました。 



第六保育園の園児が、富士吉田消防署に署見学で来庁しました。 

消防車両、訓練等を見学していただきました。 

 

富士吉田市ポンプ操法大会が開催されました。 

日頃の練習の成果を発揮し、頑張っていただきました。 





 

急な病気やけがで病院に行くか迷ったときは 

救急安心センターやまなし（救急電話相談） 

休日・夜間に病院をお探しのときは（富士北麓地域） 

富士五湖消防本部（音声ガイダンス） 

緊急的な搬送が必要と判断した場合に 

救急車を要請するときは 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口頭指導は、危機的状況に陥った傷病者のそばに居合わせた人から情報を聴取し、状況に

適した応急手当を指示して実行してもらうことにより救命効果の向上を図るために実施し

ています。 

突然の状況で大変かと思いますが、指令センター職員へのご協力をお願いいたします。 



富士五湖消防本部では、１分１秒を争う住民の命を

守るために「富士五湖まちかど救急ステーション」

標章制度を運用し、コンビニや一般企業などの施設

のご協力のもと普及をしています。 

住民のためにＡＥＤによって救命できる体制への

ご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

詳しい内容は、富士五湖消防本部 救急課 

（0555-22-4430）までご連絡ください。 

緊急時には、富士五湖消防本部ホームページまたは

ＣＡＴＶ富士五湖データ放送 救急医療情報の富士

五湖まちかど救急ステーションQRコードを活用して

MAP をご覧ください。 
大事な命を守る！ 

救急ステーション MAP QR コード 

平成 23 年から「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられてい

ます。富士五湖地域の設置(率)状況は 78％(令和 3 年度)です。 

住宅火災による死者は、年間約 1,000 人にも上り、そのほとん

どが逃げ遅れによるものです。 

安全な生活を送るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。 

 

【住宅用警報器を設置されている皆様にお願い】 

 定期的な点検をお願いするとともに、設置から 10 年経過してい

ましたら交換をお願いいたします。 

 

 ※住宅用火災警報器の詳しい内容は、富士五湖消防本部ホーム

ページもしくは下記 QR コードからご覧ください。 

住宅用火災警報器の詳細 QR コード 



軽い症状でも救急車の利用する人が増えています。 

 

当消防本部の救急車は 6台です。近く消防署から救急車

が出場している場合は、遠くからの救急車が出場すること

となります。 

 

事故による大けがの人や、心筋梗塞や脳卒中などで緊急

に病院へ搬送しなければならない場合に遅れてしまいま

す。 

 

 皆様のご協力をお願いいたします！ 

 





 

救急隊は現場を出発するまでに、救急車を要請した状況や症状の確認、傷病者の観察・処置をした内容を

病院へ連絡をしています。また、症状や観察の結果、病歴、掛かり付け病院、出動場所の位置などを考慮し

て搬送先病院を選定します。病院への連絡は、救急隊だけでなく消防本部の指令センターと協力しながら行

っています。  

 

病院でもすべての症状に対応出来るわけではありません。救急隊は、病院の受入れ情報をもとに近隣の受

入れ先を探しますが、特に夜間、休日などは救急診療に限られるため、病院がひっ迫している状況など

により、病院への依頼回数が多くなることで、現場への滞在時間が長引くことがあります。ま

た、医師の判断によっては救急車ではなく、家族等により自家用車で来るよう指示がある場合

があります。 

限られた医療資源を守るためにも救急医療の適正利用にご協力をお願いします 

 



  

 

閲覧していただくとともに、 

フォロー・登録等を 

よろしくお願いしますニャ 

応急手当普及講習受講申

請書もメールで送れるよ。 



 こちらも見てニャ 

 使ってほしいニャ 



毎月富士五湖消防本部の出場状況やイベント

を FMふじやまさんのご協力のもと、お知らせい

たします。 

毎月第３金曜日。１３時００分頃から FMふじ

やまラジオでの広報です。 

☆消防に関する広報 

１）今月の火災原因、救助内容、救急内容 

２）火災、救助、救急の予防を促す 

３）消防の各種イベントのお知らせ 

４）その他（消防署の仕事、消火器の説明、住

宅火災用警報器の説明、初期消火の仕方、女性消

防士の紹介、救急救命士の役割、普通救命講習会

の開催、心肺蘇生法やAEDの取り扱い説明など） 

 

当消防本部のカレンダーを作成しました。 

ホームページにてダウンロードできます。 

ぜひ、ご活用ください。 

 

【富士五湖消防本部ホームページQRコード】 

 



 火災    ２１件 

 救急  ２０８０件 

 救助    ６２件 

    《速報値》 

 火災    ４８件 

 救急 ５，６６８件 

 救助   １４５件 

    《確定値》 

毎月富士五湖消防本部の出場状況やイベント

を CATV 富士五湖さんのご協力のもと、お知ら

せいたします。 

毎週、日曜日16時 30分～・22時 30分～ 

CATV 富士五湖の 10ch「ミライちゃんから

のお知らせ（富士五湖消防本部）」という番組で

放映（約5分）。（まちの話題【11ch】でも不定

期に放送） 

☆消防に関する広報 

１）今月の火災・救助・救急件数 

２）今月の火災原因、救助内容、救急内容 

３）火災、救助、救急の予防を促す 

４）消防の各種イベントのお知らせ 

５）その他（消防署の仕事、消火器の説明、住

宅用火災警報器の説明、初期消火の仕方、女性消

防士の紹介、救急救命士の役割、普通救命講習会

の開催、心肺蘇生法やAEDの取り扱い説明など） 

 



第２９号は４月,５月の行事、当消防本部の「お願い」と「お知らせ」をご紹介しました。 

第３０号（６月,７月）も富士五湖消防本部の行事を中心に、盛りだくさんでお伝えします。お楽しみに。 

                                             広報室長 


